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介
護
労
働
者
の
確
保
・
定
着
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
は
二
〇
〇
七
年
八
月
に
「
社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
指

針
」
（
平
成
一
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
八
九
号
、
以
下
、
福
祉
人
材
確
保
指
針
）
を
見
直
し
た
。
福
祉
人
材
確
保
指
針
の

中
で
は
、
国
や
経
営
者
等
の
関
係
者
に
対
し
て
具
体
的
な
人
材
確
保
の
方
策
を
示
し
な
が
ら
も
、
国
は
、
何
ら
実
践
す
る
こ
と

な
く
、
さ
ら
に
検
討
会
を
複
数
立
ち
上
げ
、
問
題
の
先
延
ば
し
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
質
問
す
る
。

一

福
祉
人
材
確
保
指
針
の
中
で
、
国
や
経
営
者
等
の
関
係
者
に
対
し
て
具
体
的
な
人
材
確
保
の
方
策
を
示
し
な
が
ら
も
、
厚

生
労
働
省
が
、
老
健
局
主
催
の
「
介
護
給
付
費
分
科
会
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
実
態
把
握
の
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
」
、
職
業
安
定
局
主
催
「
介
護
労
働
者
の
確
保
・
定
着
等
に
関
す
る
研
究
会
」
と
い
っ
た
同
様
の
検
討
会
を
複
数
開
催

し
、
具
体
策
実
施
を
先
延
ば
し
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

二

そ
も
そ
も
、
老
健
局
主
催
の
「
介
護
給
付
費
分
科
会
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
実
態
把
握
の
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
」

と
、
職
業
安
定
局
主
催
「
介
護
労
働
者
の
確
保
・
定
着
等
に
関
す
る
研
究
会
」
の
目
的
の
違
い
は
何
か
。
な
ぜ
同
様
の
検
討

会
を
複
数
立
ち
上
げ
て
い
る
の
か
。

三

福
祉
人
材
確
保
指
針
に
お
い
て
具
体
策
を
示
し
な
が
ら
も
、
同
様
の
検
討
会
を
複
数
開
催
す
る
の
は
予
算
の
無
駄
遣
い
で

一



は
な
い
か
。

四

二
の
検
討
会
の
予
算
額
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
検
討
会
を
一
回
開
催
す
る
コ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

五

職
業
安
定
局
主
催
「
介
護
労
働
者
の
確
保
・
定
着
等
に
関
す
る
研
究
会
」
の
委
員
に
は
、
介
護
労
働
者
を
代
表
す
る
者
や

介
護
事
業
の
経
営
者
を
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

六

厚
生
労
働
省
が
二
〇
〇
七
年
八
月
に
示
し
た
福
祉
人
材
確
保
指
針
の
中
で
、
「
従
事
者
の
労
働
の
負
担
を
考
慮
し
、
ま

た
、
一
定
の
質
の
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
員
配
置
の
在
り
方
に
係
る
基
準
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

（
国
）
」
と
あ
る
が
、
検
討
は
行
っ
た
の
か
。
行
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
検
討
を
開
始
し
、
い
つ
ま
で
に
結
論
を
得
る

つ
も
り
か
。

右
質
問
す
る
。

二


